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第６６号議案 

 

 

 

   芦屋市留守家庭児童会条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 

 

 芦屋市留守家庭児童会条例の一部を改正する条例を別紙のように定める。 

 

 

 

   平成３０年９月３日提出 

 

 

 

芦屋市長 山 中  健    

 

 

 

 

提案理由 

 

 「芦屋市留守家庭児童会」の名称を「芦屋市放課後児童クラブ」に変更す

るとともに，入会資格を小学校に在学している全ての児童に拡大するため，

この条例を制定しようとするもの。 
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 芦屋市条例第  号 

 

 

   芦屋市留守家庭児童会条例の一部を改正する条例 

 

 

 芦屋市留守家庭児童会条例（平成１５年芦屋市条例第２７号）の一部を次のように改正する。 

 

次の表中下線又は太枠の表示部分（以下，改正前の欄にあっては「改正前部分」と，改正後の欄にあっては「改正後部分」とい

う。）については，次のとおりとする。 

 (1) 改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは，当該改正前部分を当該改正後部分に改める。 

 (2) 改正前部分のみ存在するときは，当該改正前部分を削る。 

 (3) 改正後部分のみ存在するときは，当該改正後部分を加える。 

 

改正後 改正前 

   芦屋市放課後児童クラブ条例    芦屋市留守家庭児童会条例 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この条例は，児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６

条の３第２項に規定する放課後児童健全育成事業として実施する芦

屋市放課後児童クラブ（以下「児童クラブ」という。）の運営に関し

必要な事項を定めるものとする。 

第１条 この条例は，児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６

条の３第２項に規定する放課後児童健全育成事業として実施する芦

屋市留守家庭児童会（以下「児童会」という。）の運営に関し必要な

事項を定めるものとする。 

（事業内容） （事業内容） 

第２条 児童クラブは，遊びを通じた生活指導その他児童の健全な育

成を図るため必要な事業を行う。 

第２条 児童会は，遊びを通じた生活指導その他児童の健全な育成を

図るため必要な事業を行う。 

（入会資格） （入会資格） 

第３条 児童クラブに入会できる児童は，次に掲げる要件の全てに該

当する者とする。 

第３条 児童会に入会できる児童は，次に掲げる要件の全てに該当す

る者とする。 

(1) （略） (1) （略） 
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 改正後 改正前 

(2) 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する小学

校又はこれに準ずる学校に在学していること。 

(2) 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する小学

校又はこれに準ずる学校の第１学年から第４学年までに在学して

いること。 

(3) （略） (3) （略） 

２ 市長は，前項に定める児童のほか，特に必要があると認めた児童

を児童クラブに入会させることができる。 

２ 市長は，前項に定める児童のほか，特に必要があると認めた児童

を児童会に入会させることができる。 

（入会申請及び許可） （入会申請及び許可） 

第４条 児童を児童クラブに入会させようとする保護者は，規則で定

めるところにより，市長に入会の申請を行い，その許可を受けなけ

ればならない。 

第４条 児童を児童会に入会させようとする保護者は，規則で定める

ところにより，市長に入会の申請を行い，その許可を受けなければ

ならない。 

（許可の取消し等） （許可の取消し等） 

第５条 市長は，次の各号のいずれかに該当するときは，入会の許可

を取り消し，又は出席を停止させることができる。 

第５条 市長は，次の各号のいずれかに該当するときは，入会の許可

を取り消し，又は出席を停止させることができる。 

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 

(5) 前各号に掲げるもののほか，市長が児童クラブの運営上支障が

あると認めるとき。 

(5) 前各号に掲げるもののほか，市長が児童会の運営上支障がある

と認めるとき。 

 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，平成３１年４月１日から施行する。ただし，次項の規定は，公布の日から施行する。 

 （準備行為） 

２ この条例の施行の日において学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する小学校又はこれに準ずる学校に在学す

ることとなる者に係るこの条例による改正後の芦屋市放課後児童クラブ条例第４条の許可に係る手続は，この条例の施行の日前

においても行うことができる。 
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 参 照 

 

 

   芦屋市留守家庭児童会条例の一部改正要綱 

 

 

１ 改正の趣旨 

  「芦屋市留守家庭児童会」の名称を「芦屋市放課後児童クラブ」に変更するとと

もに，入会資格を小学校に在学している全ての児童に拡大するため，この条例を制

定しようとするもの。 

 

２ 改正の内容 

(1) 「芦屋市留守家庭児童会」の名称を「芦屋市放課後児童クラブ」に変更する。

（題名，第１条から第５条まで関係） 

 

(2) 芦屋市留守家庭児童会の入会資格のうち，在学に関する要件を小学校に在学し

ている（現行は第４学年まで）こととする。（第３条関係） 

 

３ 施行期日等 

(1) 平成３１年４月１日。ただし，３(2)は，公布の日 

(2) 施行日において小学校に在学することとなる者に係る芦屋市放課後児童クラ

ブの入会の許可に係る手続は，施行日前においても行うことができる。 

 


